
大田社協は「持続可能な社会」の実現に向けて、地域福祉の推進に取り組んでいます。

社会福祉法人 大田区社会福祉協議会
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●1面：登録ボランティア ●2面：六郷助けあい

　　　  プラットフォーム ●3面：シリーズ

　　　  将来に備える ●4面：共同募金

　　　  のご報告おおた社協だより

嶺町こども食堂のみなさん

高齢者見守り 家事サポート

協力会員（登録ボランティア）
募 集

会 場　調布地域庁舎　1階多目的室（雪谷大塚町4-6/雪が谷大塚駅から徒歩2分）
　　　  ❶ 10：00 ～　　　❷ 10：30 ～　　　❸ 11：00 ～
　　　　  ※説明会の後、すぐに登録できます。
　　　　　住所確認のため『運転免許証』または『健康保険証』をお持ちください。

ほほえみ訪問 虹のサポートおおた

　
　　　       

ほほえみ訪問

　一人暮らしや、高齢者の世帯が増え、将来の生活
や健康に不安を抱えている方が多くなっています。

　高齢者が住み慣れた
地域で孤立することな
く、安心して暮らして
いけるよう、高齢者な
どのお宅を訪問する見
守りボランティア活動
をしてみませんか。
　訪問は、月２回です。

　
　　　    虹のサポートおおた

　高齢者、障がい者、産前産後の方でお手伝いが必
要な方を対象とした、掃除、買い物、料理、通院の
付き添いなど、生活
に寄り添ったボラン
ティア活動です。
　週1回でもＯＫ、
資格不要、主婦・
シニアの方大歓迎！
謝礼あり。

虹のサポート協力会員説明会にご参加ください。

子育てをしていた頃を思い出します生まれたばかりの赤ちゃんがいるＴさんのお宅で活動中です。Ｔさんは初めての出産と育児で睡眠不足。ママと赤ちゃんがゆったり過ごせるよう心掛けています。赤ちゃんの寝顔を見ると優しい気持ちになり、自分が子育てをしていた頃を懐かしく思います。　　　　　　　　　　　　　　 Ｉさん

心待ちにしているのがうれしい

訪問して２年になる一人暮らし高齢者の男

性Ｋさん。玄関へ出てくるのに時間がかか

るようになってきましたが、とても前向きで

明るい人柄の方。私の訪問日をカレンダー

にきちんと書き込み、心待ちにしてくださっ

ていることがうれしいです。これからもＫ

さんの生活を支えられるよう、さりげない

見守りを続けていきたいです。　　   Ｓさん

●問合先　ボランティア・区民活動センター　 ☎5703－8230

出張説明会
3月23日金

自分らしい地域貢献 

春からチャレンジ！

虹のサポ
ート

　　　　
協力会員

は

随時募集
していま

す。
申込不要

ボランティアの声

ボランティアの声
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わたしたちも地域福祉活動を応援します

自治会・町会、青少年対策委員、主任児童委員、小中学校、児童館、
社会福祉法人、NPO 法人、地域包括支援センターなどの30名が
集まり、話し合いました。

平成 30 年 2 月現在

●問合先　大田区  いきいき  しごと  ステーション　 ☎5713－3600 ●問合先　自立支援担当　 ☎3736－5560

●問合先　貸付相談担当　 ☎3736－2026

予約制就職面接会
求人企業７社の参加により、就職面接会を行います。
●日　時：3月22日(木)午後1時30分～ 3時30分
●会　場：大田区社会福祉センター　4階　会議室
●対象者：概ね55歳以上の方
●定　員：先着40名程度
●申　込：3月8日（木）から求人内容を公開いたしますので、20日（火）まで

の平日に来所のうえ、希望の求人企業との面接時間を予約
ガイドヘルパーとして、地域で活躍してみませんか。
関心をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

地域の助けあいのプラットフォーム化をめざします！

のご案内

　大田社協の新規事業として、助けあいのプラットフォーム化を進める場づくり事業に取り組んでいます。
　きっかけは、地域担当制の職員が六郷地区で子どもに関する活動相談を受けたこと、そして、大田区におい
て「おおた 子どもの生活応援プラン」が策定されたことです。
　まず、六郷地区で子どもに関する活動を行う団体が集まり、それぞれが抱える「課題を共有する場」をつくる
ところからスタートしました。「課題を共有する場」に着目した理由は、お互いが抱える“課題”、それぞれが考
える“連携のあり方”に相違があるままでは、プラットフォーム化は難しいと考えたためです。全 4 回の場を通して、
子どもの課題を把握し、その奥にある本質を探り、課題を解決するために連携によって何ができるかについて話
し合いました。子どもたちが抱える課題解決の壁になっているものが、少しずつ明らかになる過程で、課題の複

雑さと連携の必要性にあらためて気づくこと
ができました。今後は、「六郷助けあいプラッ
トフォーム」の力によって具体的な取り組みが
進むよう、引き続き力を注いでいきます。

「プラットフォーム」とは
　基盤・基礎・土台という意味のほかに、「みんな
が乗る舞台」という意味があります。
　多様な主体が、自発的に対等な立場で参加する
場を地域のみなさまと一緒につくっていきます。

　1月11日（木）、大田区・社協・区民ボランティ
が協働し、災害ボランティアセンターの設置・運
営訓練を実施しました。
　災害ボランティアセンターは、災害時に全国か
ら集まるボランティアの方を調整する重要な拠点と
なります。今後も多くの方々と協働し、いざとい
う時の対応力を高めるよう訓練を重ねていきます。

　大田区が実施する「母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金」の支給を受ける方が対象です。
　養成機関に在学し、就職に有利な資格取得を目指すひとり親家庭の親に対して、「ひとり親家庭高等職業訓練促
進資金」を貸し付けることで修学を支援し、資格取得と資格を活かした就職を促進して、ひとり親家庭の自立を支
援することを目的とした制度です。
　養成機関を終了し、資格取得した日から 1 年以内に東京都内で就職し、取得した資格が必要な業務に従事し、
5年間就業を継続した場合には、申請によって返済が免除されます。

※1　「一般教育訓練給付金」「専門実践教育訓練給付金」を受給している場合は対象外です。
※2　修了かつ資格取得日から1年以内に就職した場合に限ります。
※3　養成機関修了時まで訓練促進給付金の支給を受けた場合に限ります。

資金種類

入学準備金

就職準備金

資金使途貸付対象者 貸付額

養成機関に支払う入学金、教材費等の
納付金、参考書、学用品、交通費　等

就職にあたり必要な費用（転居費用、
被服費、通勤に要する費用等）等

訓練促進給付金の支給を受ける方
（※1）

訓練促進給付金の支給を受け、養成機関の
課程を修了し、資格を取得した方（※2、※3）

500,000円

200,000円

災害ボランティアセンターの
設置・運営訓練を実施しました

視覚障害者への「移動支援」や
「視覚情報の提供」を行うお仕事です。 募集

視覚障害者ガイドヘルパーを
募集しています。
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●問合先  地域連携係  ☎3736－2266

会員種別
個 人 正 会 員
個人特別会員
団体賛助会員
団体特別会員
施 設 会 員

会費（一口）
年額   1,000円
年額 10,000円
年額   3,000円
年額 10,000円
年額   3,000円

　大田区の地域福祉の推進のため、皆さま
のお力添えを心よりお願い申しあげます。

社協会員募集中

本 店 営 業 部
矢　口　支　店
糀　谷　支　店
洗 足 池 支 店
大 岡 山 支 店
六　郷　支　店
蒲　田　支　店
武蔵新田支店
西 蒲 田 支 店
雑　色　支　店
大　森　支　店
平 和 島 支 店
前 の 浦 支 店
あやめ橋出張所

大田区大森西 1-7-2
大田区多摩川 1-9-11
大田区西糀谷 3-7-1
大田区東雪谷 1-1-4　
大田区北千束 3-28-16
大田区東六郷 2-8-22
大田区東蒲田 1-2-7
大田区矢口 1-16-16
大田区西蒲田 2-11-8
大田区仲六郷 1-29-5
大田区大森東 4-19-6
大田区大森北 6-28-1
大田区大森南 3-29-13
大田区蒲田 1-18-6

☎03-3762-7771
☎03-3759-6206
☎03-3741-4191
☎03-3720-2131
☎03-3726-0151
☎03-3736-2201
☎03-3733-4514
☎03-3756-2811
☎03-3754-4611
☎03-3732-5611
☎03-3763-0271
☎03-3765-8211
☎03-3741-7011
☎03-3733-5811

わたしたちも地域福祉活動を応援します

知ってお
きたい

シリーズ・将来に備える

エンディングノートって
何を書くの？ 遺言書と

どう違うの？

金額（円）お名前（順不同・敬称略）平
成
29
年
11
月
1
日
〜

　
　平
成
30
年
1
月
31
日

あ
た
た
か
い
ご
寄
附
を

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

遺言書の他に「エンディングノート」という言葉を耳にしたことのある方は多いで
しょう。この二つは、似ているようで、異なる点も多くあります。今回は、遺言書と
エンディングノートの違いについて説明します。

●日　　時
●会　　場
●相談内容
●申込方法

●申 込 先
●事業協力

＜本件に関する連絡先＞　担当支部役員　加藤　☎5493ー 8628

司法書士による日曜無料法律相談会日曜無料法律相談会
3月11日（日）　午後2時～ 5時
大田区産業プラザＰｉO　６階（大田区南蒲田１－20－20）
登記・相続・遺言・借地借家・債務整理・成年後見・空き家問題等
3月1日（木）、2日（金）、5日（月）、6日（火）
電話予約（午前10時～午後3時）先着50名
東京司法書士会大田支部　☎3737ー8810
大田区社会福祉協議会

金額（円）お名前（順不同・敬称略）

100,000

7,034
40,000
3,000

10,000
110,000

アルプス電気株式会社
アルプス電気労働委員会
仲六郷一丁目町会もちつき大会
糀谷生活学校
宮澤　勇
川嶋　尚久
匿名（4 件）

14,524

40,713

390,149
24,800
10,000

506,881

小林　忠夫
チャリティもちつき大会
大森鶴渡町会
公益社団法人　蒲田法人会
蒲田本町二丁目町会
塩川　悦男
観音堂ファイターズ育成会

お詫び 社協だより 74 号 2 ページ、車いすステーション一覧「大田翔裕園地域交流センター」の住所に誤りがありました。
誤）仲六郷 4-2-12　正）東六郷 1-12-12　みなさまにご迷惑おかけしましたことを深くお詫び申しあげます。

Q お墓や葬儀の希望
　 はどのように残せ
　 ばいいの？

A   遺言書に書くことができる内容

は民法で定められています。遺言書

では、祭祀の主宰者を指名できます

が、どのような葬儀をあげるかは、

任された人次第になります。一方、

エンディングノートはお墓や葬儀に

関する自分の希望や思いをまとめて

おくものになります。法的な効力は

ありませんが、いざという時に判断

の参考になります。
※祭祀の主宰者とは：葬儀（葬式・火葬・納骨）
や法事などの宗教行事を、喪主・施主として執
り行う者

Q 財産のことは
　 どちらに書け
　 ばいいの？

A   遺言書には法的効力（周

りの人への強制力）があるた

め、自分の希望にそって財産

を分けることができます。一方、

エンディングノートには何の

効力もありませんが、財産の

一覧を残しておくことで、そ

の後の手続きの負担軽減につ

ながります。

 延命治療や手術 
　 のことは書 いて
　 もいいの？

A   自分の死後のことのみを残

す遺言と違い、エンディングノー

トには、生きている間にどのよ

うな生活を希望しているのか、

またどのような医療を希望する

のかまとめておくことができま

す。自分の希望する医療や介護

を受けるためにも、自分の意思

は、あらかじめきちんと記して

おきましょう。

A A

Q Q

A

　遺言とは、民法で定められた死後についての意
思表示です。自分が亡くなった後では、意思を伝え
ることも周囲が確認することもできません。その時
に効力を発揮するのが遺言書になります。遺言は、

「公正証書遺言」、「自筆証書遺言」などいくつかの
種類に分かれますが、いずれも家族が財産分与で
揉めることの無いよう準備しておくものになります。

遺言書

　将来自分に万が一のことがあったときに備えて、
事前に自身の情報や希望を記入しておくノートのこ
とです。遺言と違い法的な効力はありませんが、
いざという時に家族の判断の参考になるものです。
自身の望む医療や介護、葬儀、遺産相続、お墓な
ど残された家族が判断に迷う内容についてまとめて
おくものになります。

エンディングノート

　老いじたくと聞くと、“亡くなった後のこと”
というイメージが強いですが、“病気などによっ
て自分の意思が伝えられなくなる”ということ
も考えられます。「今は元気だから」と後回し
にするのではなく、まずは自分がどうしたいの
か考えを整理することが大切です。この先の
人生をどう生きたいのか、どのような最期を迎
えたいのか、考えることが老じたくの第一歩に
なります。

最後に

遺言書 と

エンディング
ノート

【申込先】 成年後見センター  
 TEL 3736－2022

＊祝日を除きます

日常生活上の
法律問題全般

毎週火曜日
（第５火曜日は除く。）

午前10時から正午
おひとり40分間

弁護士

公正証書を活用した
委 任 契 約、遺 言、尊
厳死宣言、離婚給付
等の相談

第３木曜日
午前10時から正午
おひとり30分間

公証人

成年後見制度の利用
方法、後見人業務の
実務等に関する相談

第１・２・４木曜日
午前10時から正午
おひとり１時間

司法書士

福祉従事者のための
専門相談
利用者等の権利擁護
に関する相談

第４金曜日
午後３時から５時
おひとり１時間

弁護士

予約制
無料です

福祉法律相談

相談内容 相談員

の違い！
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12/3に地域福祉計画推進事業×
民生委員制度１００周年記念事業を
開催しました。

【蒲田駅】切手他買入【訪問可】
当社はテレビ朝日・J チャンで放映！

切手商協同組合加盟店

南口歩 3 分、ユザワヤ 8 号館付近
東京都公安委員会第 302210005616 号
〒１４４－００５１ 大田区西蒲田 8-22-3-303

TEL・FAX 03-3738-6186 ケイタイ 090-9852-2939

★持ち込み・郵送・訪問買入をしています
　無休・まず、電話・FAX等で事前連絡下さい
★切手の処分は売却有利な当社をご利用下さい
★日本・外国切手、テレカ、コイン、オレカ等未・済

ライフ スタンプ

有料老人ホームをお探しなら
ゆぴてる・けあ  にご相談下さい

◯入居金０円で月額も安価なホーム

◯退院後すぐに入居できるホーム

◯在宅酸素、胃ろう、鼻腔、インスリン、 
　IVH、吸引等でも入居できるホーム

◯認知症の方でも入居できるホーム

◯リハビリが出来るホーム

ご要望に添ってご案内いたします。

お問い合わせ・資料請求

大田区田園調布1-52-9 ジェミコ1階

0120-85-6543
www.jupiter-care.jp

老人ホーム紹介センター

ゆぴてる・けあ

ご相談・ご紹介一切無料 東京相談室

●
多摩川台
公園

ムサシノ
歯科

多摩川駅

ローソン

西口

至
渋
谷

至
横
浜

●

わたしたちも地域福祉活動を応援します

　おおた社協だより73号に掲載
しました民生委員制度100周年
記念事業において、大田区長と
区の各福祉計画の委員長、さわ

やか福祉財団会長の堀田先生による座談会に参加し、
「地域共生社会を考える」をテーマに意見をかわしてまいり
ました。座談会では、高齢・障がい・子どもという、縦割り
でなく、「我が事」として地域で助け合うことが大切である
と、お話されていました。
　みなさんも、地域共生社会づくりを「我が事」として考え
てみませんか。その第一歩
として地域の活動やボラン
ティアに参加してみては、い
かがでしょうか。

　　なかじま　すみ

会長コラム

子ども食堂やサロン活動等の紹介ブースの様子

ふくしのしごと市
（相談・面接会）の
様子

　   募金の使いみち

　お寄せいただきました募金は、東京都共同募金会を通じて、地域の

福祉施設・団体等の支援、災害等準備金のために役立てられます。

募金総額 40,314,603円
赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金

地区等

986,917

2,940,190

1,641,730

3,730,040

3,193,647

1,821,817

1,876,371

1,946,630

2,123,788

2,237,968

3,795,920

2,004,962

2,194,027

2,187,866

3,272,933

2,330,479

3,931,848

2,912,010

229,158

45,358,301

歳末たすけあい
運動

 972,738

2,599,101

1,491,000

3,802,680

3,219,734

1,724,171

1,794,646

1,433,886

1,738,912

2,168,543

2,575,043

1,563,655

2,156,837

2,171,283

3,226,688

2,308,929

2,754,964

2,584,218

27,575

40,314,603

赤い羽根
共同募金

サロンの
様子を再現！
家にいるようで

“ほっと” しますね。
今度サロンにいって

みようかな。

大 森 東

大 森 西

入 新 井

馬　　込

池　　上

新 井 宿

嶺　　町

田園調布

鵜 の 木

久 が 原

雪　　谷

千　　束

糀　　谷

羽　　田

六　　郷

矢　　口

蒲 田 西

蒲 田 東

社協窓口等

合　計
●募金の使いみちの詳細は、中央共同募金会のホームページでご覧いただけます。（http://hanett.akaihane.or.jp)

たくさんの方が
来場くださいました。
お祭り風で楽しい
面接会でしたよ。

大身連、れいんぼう、

大根ちゃまに街頭

で募金活動にご協

力いただきました。

　   募金の使いみち
  　見舞金としてお届け  ………………… 5,855,000 円
  　　●要介護 5 の高齢者を在宅で介護されている方499名
  　　●在宅で生活している重度障害の方 672 名
  　東京都共同募金会納付  …………… 34,969,817 円
  　募金袋等事務経費  …………………… 4,533,484 円

募金総額 45,358,301円
歳末たすけあい運動歳末たすけあい運動


